
告 示

�愛媛県告示第１７１号
愛媛県薬物の濫用の防止に関する条例（平成２６年愛媛県条例第５３

号）第１１条第１項の規定に基づき、次の薬物を知事指定薬物として

指定する。

平成２９年２月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 薬物の名称

� ２―（２―フルオロフェニル）―３―メチルモルフォリン

（通称名２―FPM）及びその塩類

� Ｎ―（１―アダマンチル）―１―［（テトラヒドロ―２Ｈ―

ピラン―４―イル）メチル］―１Ｈ―インダゾール―３―カル

ボキサミド（通称名Adamantyl―THPINACA、ATHPINACA

isomer１）及びその塩類

� Ｎ―（２―アダマンチル）―１―［（テトラヒドロ―２Ｈ―

ピラン―４―イル）メチル］―１Ｈ―インダゾール―３―カル

ボキサミド（通称名Adamantyl―THPINACA ２―Adamantyl

isomer、ATHPINACA isomer２）及びその塩類

� 前各号に掲げる物を含有する物

２ 指定の理由

条例第２条第７号の薬物のうち、県の区域内において濫用され

るおそれがあると認めるため。

３ 効力発生の日

平成２９年２月２５日

�������
�愛媛県告示第１７２号
次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示する。

平成２９年２月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 保安林予定森林の所在場所

大洲市柳沢乙４６５の１

２ 指定の目的

土砂の崩壊の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐は、択伐による。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び大洲

市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１７３号
次の保安林を解除予定保安林にしたから、森林法（昭和２６年法律

発 行 愛 媛 県

� 目 次 �
告 示
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○ 道路の供用開始（県道上分三島線）…………………………………………………………………………………………（東予地方局四国中央土木事務所）……９２
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○ 道路の供用開始（ 〃 ）…………………………………………………………………………………………………………（ 〃 ）……９２
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公 告

○ 県立学校校内ＬＡＮ端末機器（教職員用）等の借入れ……………………………………………………………………………………………（高校教育課）……９２

この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の

適用を受けるものである。

毎週（火・金）曜日発行 第２８５１号 平成２９年２月２４日

平成２９年２月２４日金曜日 第２８５１号

愛 媛 県 報
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第２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成２９年２月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１� 解除予定保安林の所在場所

西条市小松町安井字ゲスケ乙１４６の１２、字ジヨ乙１４４の５、乙

１４４の６、小松町明穂字絹笠丙３０２の５から丙３０２の７まで、小

松町大郷字臼坪乙６５の１４、乙６５の１５

� 保安林として指定された目的
かん

水源の涵養

� 解除の理由

送電変電設備用地とするため

２� 解除予定保安林の所在場所

西条市丹原町寺尾乙８９の２１、乙８９の２２

� 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

� 解除の理由

送電変電設備用地とするため

�������
�愛媛県告示第１７５号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第２項の規定に基づき、松山市長から次のとおり公共測量が終

了した旨の通知があった。

平成２９年２月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（１／２，５００地形図作成）

２ 作業期間 平成２８年４月６日から

平成２９年１月３１日まで

３ 作業地域 松山市都市計画区域内一部

�������
�愛媛県告示第１７６号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定に基づ

き、次のように都市計画を変更した。

その都市計画の図書は、愛媛県庁において公衆の縦覧に供する。

平成２９年２月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 都市計画の種類及び名称

新居浜都市計画一団地の官公庁施設

新居浜一団地の官公庁施設

２ 都市計画を変更する土地の区域

� 追加する部分 なし

� 削除する部分 なし

�������
�愛媛県告示第１７７号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用

する同法第２０条第２項の規定に基づき、八幡浜都市計画用途地域の

変更に係る都市計画の図書の写しを愛媛県庁において公衆の縦覧に

供する。

平成２９年２月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１７４号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第２号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２９年２月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１７８号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

平成２９年２月２４日

愛媛県東予地方局長 菅 豊 正

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－２６）第１７３３６号 平成２６年
６月２３日 株式会社福田興業 福田 正人 新居浜市多喜浜６－３－

５１
平成２９年
２月１５日

鋼構造物工事業
電気通信工事業

同社役員が建設
業法第８条第１１
号に定める欠格
要件に該当して
いたことが判明
したため。

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

社会福祉法人なごみの会 デイサービストリトン 愛媛県今治市吉海町名４６８０番地 平成２９年１月９日 通所介護

医療法人滴水会 老人保健施設燧園 訪問リハビリテー
ション 愛媛県今治市末広町三丁目１番地６ 平成２９年１月１６日 訪問リハビリテー

ション

株式会社さわやか倶楽部 さわやか新居浜館デイサービスセンタ
ー 愛媛県新居浜市東田三丁目乙１１－７７ 平成２９年１月１６日 通所介護

愛 媛 県 報平成２９年２月２４日 第２８５１号

９０
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�愛媛県告示第１７９号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により、次のとおり指定介護予防サービス事業者を指定した。

平成２９年２月２４日

愛媛県東予地方局長 菅 豊 正

�愛媛県告示第１８０号
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律（平成２６年法律第８３号）附則第１１条又は第１４

条第２項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第５条の規定（同法附則第１条第３号に掲げる改正規定に限る。）による改

正前の介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により、次のとおり指定介護予防サービス事業者を指定した。

平成２９年２月２４日

愛媛県東予地方局長 菅 豊 正

�愛媛県告示第１８１号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項の規定により、指定居宅サービス事業者から次のとおり指定居宅サービス事業を廃止

する旨の届出があった。

平成２９年２月２４日

愛媛県東予地方局長 菅 豊 正

�愛媛県告示第１８２号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の５第２項の規定により、指定介護予防サービス事業者から次のとおり指定介護予防サービ

ス事業を廃止する旨の届出があった。

平成２９年２月２４日

愛媛県東予地方局長 菅 豊 正

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

医療法人滴水会 老人保健施設燧園 訪問リハビリテー
ション 愛媛県今治市末広町三丁目１番地６ 平成２９年１月１６日 介護予防訪問リハ

ビリテーション

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

株式会社リビング・サポート研究所 ヘルパーステーション 媛達磨 愛媛県西条市三津屋東４９番地 平成２９年１月１日 介護予防訪問介護

社会福祉法人なごみの会 デイサービストリトン 愛媛県今治市吉海町名４６８０番地 平成２９年１月９日 介護予防通所介護

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

特定非営利活動法人ピーススマイル 特定非営利活動法人ピーススマイル 愛媛県新居浜市萩生１７２４番地の１ 平成２９年１月６日 訪問介護

株式会社 家具センターワタナベ 株式会社 家具センターワタナベ 介
護事業部 愛媛県今治市北高下町２丁目１番４５号 平成２９年１月３１日 福祉用具貸与

株式会社 家具センターワタナベ 株式会社 家具センターワタナベ 介
護事業部 愛媛県今治市北高下町２丁目１番４５号 平成２９年１月３１日 特定福祉用具販売

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

特定非営利活動法人ピーススマイル 特定非営利活動法人ピーススマイル 愛媛県新居浜市萩生１７２４番地の１ 平成２９年１月６日 介護予防訪問介護

有限会社アクティブライフ アクティブライフデイサービスハウス
夢 愛媛県今治市阿方甲１８３番地１ 平成２９年１月１５日 介護予防通所介護

株式会社 家具センターワタナベ 株式会社 家具センターワタナベ 介
護事業部 愛媛県今治市北高下町２丁目１番４５号 平成２９年１月３１日 介護予防福祉用具

貸与

株式会社 家具センターワタナベ 株式会社 家具センターワタナベ 介
護事業部 愛媛県今治市北高下町２丁目１番４５号 平成２９年１月３１日 特定介護予防福祉

用具販売

愛 媛 県 報平成２９年２月２４日 第２８５１号

９１
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公 告

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成２９年２月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名

県立学校校内ＬＡＮ端末機器（教職員用）等の借入れ

� 借入物品名及び数量

�愛媛県告示第１８３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局四国中央土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２９年２月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１８４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２９年２月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１８５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２９年２月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１８６号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２９年２月２４日

愛媛県中予地方局長 藤 井 晃 一

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 上分三島線
四国中央市妻鳥町字井添池口１９６２番４から

同字１９５９番７まで
平成２９年２月２４日

〃 〃
四国中央市三島宮川四丁目字五反地８９１番５から

同字８９７番１０まで
〃

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 �米垣生線
松山市古川南三丁目８４４番５地先から

同市古川南三丁目１０２９番１地先まで

旧 ５．５～７．３ ０．０９９

新 １０．９～１２．４ ０．０９９

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 �米垣生線
松山市古川南三丁目８４４番５地先から

同市古川南三丁目１０２９番１地先まで
平成２９年２月２４日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２８中局建（開）第４３号

平成２９年２月１３日
伊予市下三谷字南谷１２９７番３

伊予郡松前町大字西古泉１４０番地１

プライムＪ ３０７号室

大 石 容 功

愛 媛 県 報平成２９年２月２４日 第２８５１号

９２



県立学校校内ＬＡＮ端末機器等一式（ノートパソコン１，８３０

台、外付けＤＶＤ３４１台、ソフトウェア一式、周辺機器一式、

搬入、据付け、調整等一式）

� 借入物品の内容等

仕様書による。

� 借入期間

平成２９年７月１日から平成３５年６月３０日まで

� 借入場所

入札説明書及び仕様書による。

� 入札方法

ア 入札金額は、１月当たりの借入代金とすること。

イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金

額の８パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に

１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費

税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、見積もった契約金額の１０８分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、営業種別「その他」について平成２９年度、

平成３０年度及び平成３１年度の製造の請負等に係る一般競争入札に

参加する資格を有すると認められた業者で、次の事項に該当する

もの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 借入期間の開始までに、要求する仕様の機器を確実に納入で

きる体制が整備されていることを証明した者であること。

� 借入物品に係る保守の体制が整備されていることを証明した

者であること。

� ４の�に掲げる提出期限の日から落札者の決定の日までの間
に、知事が行う入札参加資格停止の期間中にない者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問合せ先

愛媛県教育委員会事務局指導部高校教育課施設管理グループ

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―２９５１

� 入札書の受領期限

平成２９年４月５日（水）午後２時

� 入札説明書の交付方法

平成２９年２月２４日（金）から３月１４日（火）までの執務時間

中（月曜日から金曜日まで（国民の祝日に関する法律（昭和２３

年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）の午前８時３０分か

ら午後５時１５分までをいう。）に�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成２９年４月５日（水）午後２時

愛媛県庁第一別館１０階会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した

物品を納入できることを証明する書類等を、入札説明書等に基

づき次の期限までに提出しなければならない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合

は、これに応じなければならない。

提出期限：平成２９年３月１６日（木）午後５時１５分

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 契約保証金

愛媛県会計規則第１５２条から第１５４条までの規定による。

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると知事が判断した入札者

であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行

ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be leased： Computer

Equipment and Related Services for Installing Terminal

Unit，for the prefectural school Prefectural teachers and staff

（Local Area Network），１ set

� Time limit of tender：２：００ p．m．，５ April２０１７（tenders

submitted by mail：５：１５ p．m．，４ April２０１７）

� For further information， please contact： Facilit ies

Administration Section，High School Education Division，

Guidance Department， Ehime Prefectural Board of

Education，４―４―２ Ichibancho，Matsuyama，Ehime７９０―８５７０

Japan

TEL０８９―９１２―２９５１

平成２９年２月２４日 発行
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